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大分類
コード

大分類名 小分類
暫定分類

コード
分類項目名 説明・内容例示

大分類
コード

大分類名 小分類

09500300 9 砂糖 Ｅ 製造業 09500300 9 砂糖 Ｅ 製造業

09500303 9
粗糖（糖みつ、黒糖を
含む）

国内産の甘味資源作物を原料とするもの Ｅ 製造業 095 09500303 9
粗糖（糖みつ，黒糖を
含む）

国内産の甘味資源作物を原料とするもの Ｅ 製造業 095

09500306 9
精製糖（国内産の甘味
資源作物から一貫して
製造加工したもの）

国内産の甘味資源作物を原料とするもの
○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖

Ｅ 製造業 095 09500306 9
精製糖（国内産の甘味
資源作物から一貫して
製造加工したもの）

国内産の甘味資源作物を原料とするもの
○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖

Ｅ 製造業 095

09500309 9
精製糖（購入した粗
糖，精製糖から製造加
工したもの）

○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｅ 製造業 095 09500309 9
精製糖（購入した粗
糖，精製糖から製造加
工したもの）

○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｅ 製造業 095

09530300 9 でんぷん糖類 Ｅ 製造業
日本標準産業分類第14回改定の内

容を踏まえた見直しのため。
09530300 9

ぶどう糖，水あめ，異
性化糖

Ｅ 製造業

9
でんぷん由来甘味料
（異性化糖を除く）

○ぶどう糖、水あめ、麦芽糖、果糖 Ｅ 製造業 095
生産物分類のコンセプトである需要
サイドの分け方にいより「でんぷん由
来甘味料」としてすべて統合する。

（新設）

09530303 9 ぶどう糖 Ｅ 製造業 095 09530303 9 ぶどう糖 Ｅ 製造業 095

09530306 9 水あめ、麦芽糖 Ｅ 製造業 095 09530306 9 水あめ，麦芽糖 Ｅ 製造業 095

09530309 1 異性化糖 Ｅ 製造業 095 09530309 1 異性化糖 Ｅ 製造業 095

10200300 9 酒類 Ｅ 製造業 10200300 9 酒類 Ｅ 製造業

10200303 9 果実酒 ○ ぶどう酒、りんご酒、みかん酒、いちご酒 Ｅ 製造業 102 10200303 9 果実酒 ○ ぶどう酒，りんご酒，みかん酒，いちご酒 Ｅ 製造業 102

10200306 9 ビール Ｅ 製造業 102 10200306 9 ビール Ｅ 製造業 102

10200309 9 発泡酒 Ｅ 製造業 102 10200309 9 発泡酒 Ｅ 製造業 102

10200312 9 清酒（濁酒を含む） Ｅ 製造業 102 10200312 9 清酒（濁酒を含む） Ｅ 製造業 102

10200315 9 清酒かす Ｅ 製造業 102 10200315 9 清酒かす Ｅ 製造業 102

10200318 1
添加用アルコール（飲
料用アルコール）

Ｅ 製造業 102 10200318 1
添加用アルコール（飲
料用アルコール）

Ｅ 製造業 102

10200321 9 焼酎 ○ 泡盛 Ｅ 製造業 102
日本標準産業分類第14回改定の内

容を踏まえた見直しのため。
10200321 9 焼ちゅう ○ 泡盛 Ｅ 製造業 102

10200324 9 合成清酒 Ｅ 製造業 102 10200324 9 合成清酒 Ｅ 製造業 102

10200327 9 ウイスキー Ｅ 製造業 102 10200327 9 ウイスキー Ｅ 製造業 102

10200330 9 チューハイ、カクテル Ｅ 製造業 102 10200330 9 チューハイ，カクテル Ｅ 製造業 102

10200399 9 その他の酒類
○ 第３のビール，ジン，ウオッカ，ブランデー，薬味

酒，梅酒，リキュール，ラム，老酒
Ｅ 製造業 102 10200399 9 その他の酒類

○ 第３のビール，ジン，ウオッカ，ブランデー，薬味
酒，梅酒，リキュール，ラム，老酒

Ｅ 製造業 102

30310300 1
電子計算機（パーソナ
ルコンピュータを除く）

Ｅ 製造業 30310300 1
電子計算機（パーソナ
ルコンピュータを除く）

Ｅ 製造業

30310303 1 はん用コンピュータ Ｅ 製造業 303 30310303 1 はん用コンピュータ Ｅ 製造業 303

30310306 1
ミッドレンジコンピュー
タ

○ オフィスコンピュータ、ワークステーション Ｅ 製造業 303 30310306 1
ミッドレンジコンピュー
タ

○ オフィスコンピュータ，ワークステーション Ｅ 製造業 303

30310309 1
電子計算機の部分
品、取付具、附属品

Ｅ 製造業 303 30310309 1
電子計算機の部分
品，取付具，附属品

Ｅ 製造業 303

30320300 9
パーソナルコンピュー
タ

Ｅ 製造業 30320300 9
パーソナルコンピュー
タ

Ｅ 製造業

30320303 9
パーソナルコンピュー
タ（サーバ用）

サーバ用途に使用することを目的として設計・製造
したパーソナルコンピュータ。IAサーバ等、IA搭載の
ブレードサーバは本分類に含まれる。

なお、ブレード一枚につき一台でカウントする。

Ｅ 製造業 303 30320303 9
パーソナルコンピュー
タ（サーバ用）

サーバ用途に使用することを目的として設計・製造
したパーソナルコンピュータ。IAサーバ等，IA搭載の
ブレードサーバは本分類に含まれる。

なお，ブレード一枚につき一台でカウントする。

Ｅ 製造業 303

30320306 9
パーソナルコンピュー
タ（デスクトップ型）

常時机上等に設置して使用することを目的として設
計・製造したパーソナルコンピュータ。 タワー型、
モニターとの一体型及びクライアント用途のみのワー
クステーションは本分類に含まれる。

Ｅ 製造業 303 30320306 9
パーソナルコンピュー
タ（デスクトップ型）

常時机上等に設置して使用することを目的として設
計・製造したパーソナルコンピュータ。 タワー型，
モニターとの一体型及びクライアント用途のみのワー
クステーションは本分類に含まれる。

Ｅ 製造業 303

30320309 9
パーソナルコンピュー
タ（ノートブック型）

ディスプレイ、キーボード等の入出力装置が本体と
一体となり折り畳みが可能で、持ち運びが容易なよう
に設計し、キーボード等が一体で販売しているパーソ
ナルコンピュータ。

× パーソナルコンピュータ（タブレット型）

Ｅ 製造業 303 30320309 9
パーソナルコンピュー
タ（ノートブック型）

ディスプレイ、キーボード等の入出力装置が本体と
一体となり折り畳みが可能で、持ち運びが容易なよう
に設計したパーソナルコンピュータ。

タブレット型パーソナルコンピュータは本分類に含ま
れる。

Ｅ 製造業 303

9
パーソナルコンピュー
タ（タブレット型）

タッチ機能を搭載した液晶ディスプレイを主な入出
力装置とする、板状の、持ち運びが容易なように設計
したパーソナルコンピュータ。

× 産業用タブレット型端末装置

Ｅ 製造業 303 （新設）

「財分野の生産物分類」の新旧対照表

生産物分類

修正が
必要な理由

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)（修 正 案） 現行（2021年設定）

日本標準産業分類
(令和５年７月改定)

生産物分類

成長が著しく、今後も生産の伸びが
大きいことが予想されるため、パーソ
ナルコンピュータの統合分類に新た
にパーソナルコンピュータ（タブレット
型）を新規立項する。また、タブレット
型パーソナルコンピュータとそれ以外
のタブレット型端末装置との区分けを
明確にするため、産業用のタブレット
型端末装置が含まれないことを明示
する。

でんぷん由来甘味料に統合

資料３－３
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暫定分類
コード
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大分類
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生産物分類

修正が
必要な理由

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)（修 正 案） 現行（2021年設定）

日本標準産業分類
(令和５年７月改定)

生産物分類

30320312 9
パーソナルコンピュー
タの部分品、取付具、
附属品

Ｅ 製造業 303 30320312 9
パーソナルコンピュー
タの部分品，取付具，
附属品

Ｅ 製造業 303

30330300 9 外部記憶装置 Ｅ 製造業 30330300 9 外部記憶装置 Ｅ 製造業

30330303 1 ディスクアレイ装置

複数のディスク装置を接続してアレイ機構で制御す
ることで、大容量の情報を分散して高速・安全に保存
する記憶装置。

主として、ミッドレンジコンピュータからメインフレー
ムまでの記憶装置として使用することを目的として設
計・製造された製品を対象とする。

なお、１ユニット単位でカウントする。

Ｅ 製造業 303 30330303 1 ディスクアレイ装置

複数のディスク装置を接続してアレイ機構で制御す
ることで，大容量の情報を分散して高速・安全に保存
する記憶装置。

主として，ミッドレンジコンピュータからメインフレー
ムまでの記憶装置として使用することを目的として設
計・製造された製品を対象とする。

なお，１ユニット単位でカウントする。

Ｅ 製造業 303

30330306 9 磁気ディスク装置 Ｅ 製造業 303 30330306 9 磁気ディスク装置 Ｅ 製造業 303

30330309 9 光ディスク装置 Ｅ 製造業 303 30330309 9 光ディスク装置 Ｅ 製造業 303

30330312 9
外部記憶装置の部分
品、取付具、附属品

Ｅ 製造業 303 30330312 9
外部記憶装置の部分
品，取付具，附属品

Ｅ 製造業 303

30330399 9
その他の外部記憶装
置

○ 磁気テープ装置、磁気ドラム装置、ＵＳＢメモリ、
フレキシブルディスク装置

Ｅ 製造業 303 30330399 9
その他の外部記憶装
置

○ 磁気テープ装置，磁気ドラム装置，ＵＳＢメモリ，
フレキシブルディスク装置

Ｅ 製造業 303

30340300 9 プリンター Ｅ 製造業 30340300 9 プリンター Ｅ 製造業

30340303 9 プリンター
○ インクジェットプリンター、レーザプリンター、シリ

アルプリンタ、ラインプリンタ、作図装置（プロッター）
Ｅ 製造業 303 30340303 9 プリンター

○ インクジェットプリンター，レーザプリンター，シリ
アルプリンタ，ラインプリンタ，作図装置（プロッター）

Ｅ 製造業 303

30340306 9
印刷装置の部分品、
取付具、附属品

Ｅ 製造業 303 30340306 9
印刷装置の部分品，
取付具，附属品

Ｅ 製造業 303

30350300 9 ディスプレイ Ｅ 製造業 30350300 9 ディスプレイ Ｅ 製造業

30350303 9 ディスプレイ

○ 電子計算機用外付け液晶ディスプレイ、モニ
ター

× テレビジョン受信機、液晶パネル・フラットパネ
ル、電光掲示板、デジタルサイネージ、蛍光表示管装
置

Ｅ 製造業 303 30350303 9 ディスプレイ

○ 電子計算機用外付け液晶ディスプレイ，モニ
ター

× テレビジョン受信機，液晶パネル・フラットパネ
ル，電光掲示板，デジタルサイネージ，蛍光表示管装
置

Ｅ 製造業 303

30350306 9
ディスプレイの部分品・
取付具・附属品

Ｅ 製造業 303 30350306 9
ディスプレイの部分品・
取付具・附属品

Ｅ 製造業 303

30350600 1
表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）

Ｅ 製造業 30350600 1
表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）

Ｅ 製造業

30350603 1
表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）

○ 電光掲示板、デジタルサイネージ、蛍光表示管
装置

× テレビジョン受信機、液晶パネル・フラットパネ
ル、電子計算機用外付け液晶ディスプレイ、モニター

Ｅ 製造業 303 30350603 1
表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）

○ 電光掲示板，デジタルサイネージ，蛍光表示管
装置

× テレビジョン受信機，液晶パネル・フラットパネ
ル，電子計算機用外付け液晶ディスプレイ，モニター

Ｅ 製造業 303

30350606 1

表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）
の部分品、取付具、附
属品

Ｅ 製造業 303 30350606 1

表示装置（ディスプレイ
に含まれるものを除く）
の部分品，取付具，附
属品

Ｅ 製造業 303

30390300 1 その他の附属装置 Ｅ 製造業 30390300 1 その他の附属装置 Ｅ 製造業

30390303 1 金融用端末装置
○ 現金自動預け払い機（ＡＴＭ）、キャッシュディス

ペンサー（ＣＤ）
Ｅ 製造業 303 30390303 1 金融用端末装置

○ 現金自動預け払い機（ＡＴＭ），キャッシュディス
ペンサー（ＣＤ）

Ｅ 製造業 303

30390306 1 その他の端末装置

電子計算機附属端末装置のうち、外部記憶装置、
印刷装置、表示装置、金融用端末装置以外のものは
本分類に含まれる。

なお、事業の用に供するタブレット型端末装置は本
分類に含まれるが、事業用に限らず家庭用など多目
的に使用されるタブレット型パーソナルコンピュータ
は、パーソナルコンピュータ（タブレット型）に分類され
る。

○ ＰＯＳ端末装置、産業用タブレット型端末装置、
予約装置

× パーソナルコンピュータ（タブレット型）

Ｅ 製造業 303
タブレット型パーソナルコンピュータと
それ以外のタブレット型モバイル端末
装置との区分けを明確にするため。

30390306 1 その他の端末装置
○ ＰＯＳ端末装置，タブレット型端末装置，予約装

置
Ｅ 製造業 303

30390309 1 その他の入出力装置
○ 光学文字読取装置（ＯＣＲ）、光学マーク読取装

置（ＯＭＲ）
Ｅ 製造業 303 30390309 1 その他の入出力装置

○ 光学文字読取装置（ＯＣＲ），光学マーク読取装
置（ＯＭＲ）

Ｅ 製造業 303

30390312 1
その他の附属装置の
部分品、取付具、附属
品

Ｅ 製造業 303 30390312 1
その他の附属装置の
部分品，取付具，附属
品

Ｅ 製造業 303

30390399 1
他に分類されない附属
装置

○ データ作成装置、データ変換装置 Ｅ 製造業 303 30390399 1
他に分類されない附属
装置

○ データ作成装置，データ変換装置 Ｅ 製造業 303

52200300 9 調味料（卸売） Ｉ
卸売業、小売
業

52200300 9 調味料（卸売） Ｉ
卸売業，小売
業

52200303 9 食卓塩（卸売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200303 9 食卓塩（卸売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200306 9 砂糖・甘味料（卸売）
○ 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖、ぶど

う糖、水あめ、麦芽糖、異性化糖、果糖
Ｉ

卸売業、小売
業

522

5329103「その他の有機化学工業品
（卸売）」に人工甘味剤が入っている
ため、でんぷん由来の甘味料の行き
先が曖昧になることをふせぐために、
砂糖（卸売）に甘味料を加えた。

52200306 9 砂糖（卸売） ○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200309 9 味そ（卸売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200309 9 味そ（卸売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200312 9
しょう油、食用アミノ酸
（卸売）

○ 粉しょう油、固形しょう油 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200312 9
しょう油，食用アミノ酸
（卸売）

○ 粉しょう油，固形しょう油 Ｉ
卸売業，小売
業

522
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暫定分類
コード

分類項目名 説明・内容例示
大分類
コード

大分類名 小分類
暫定分類

コード
分類項目名 説明・内容例示

大分類
コード

大分類名 小分類

生産物分類

修正が
必要な理由

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)（修 正 案） 現行（2021年設定）

日本標準産業分類
(令和５年７月改定)

生産物分類

52200315 9 ソース類（卸売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース、トマトケチャップ、

マヨネーズ、トマトソース、ドレッシング
Ｉ

卸売業、小売
業

522 52200315 9 ソース類（卸売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース，トマトケチャップ，

マヨネーズ，トマトソース，ドレッシング
Ｉ

卸売業，小売
業

522

52200318 9 食酢（卸売） ○ 米酢、米黒酢、大麦黒酢、果実酢 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200318 9 食酢（卸売） ○ 米酢，米黒酢，大麦黒酢，果実酢 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200321 9 香辛料（卸売）
○ カレー粉、からし粉、こしょう粉、わさび粉、七味

とうがらし、にんにく粉、にっけい粉
Ｉ

卸売業、小売
業

522 52200321 9 香辛料（卸売）
○ カレー粉，からし粉，こしょう粉，わさび粉，七味

とうがらし，にんにく粉，にっけい粉
Ｉ

卸売業，小売
業

522

52200324 9
みりん（本直しを含む）
（卸売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200324 9
みりん（本直しを含む）
（卸売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200399 9
その他の調味料（卸
売）

○ カレールウ、シチュールウ、固形カレー、酒か
す、精製はちみつ、スープ類、だしの素、エキス、タ
レ、みりん風調味料、ぽん酢、三杯酢、めんつゆ、も
ろみ

Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200399 9
その他の調味料（卸
売）

○ カレールウ，シチュールウ，固形カレー,酒かす，
精製はちみつ，スープ類，だしの素，エキス，タレ，み
りん風調味料，ぽん酢，三杯酢，めんつゆ，もろみ

Ｉ
卸売業，小売
業

522

58991500 9 調味料（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

58991500 9 調味料（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

58991503 9 食卓塩（小売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991503 9 食卓塩（小売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991506 9 砂糖・甘味料（小売）
○ 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖、ぶど

う糖、水あめ、麦芽糖、果糖
Ｉ

卸売業、小売
業

589

でんぷん由来の甘味料の行き先が
曖昧になることを防ぐために、砂糖
（小売）に異性化糖以外の甘味料を
加えた。

58991506 9 砂糖（小売） ○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991509 9 味そ（小売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991509 9 味そ（小売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991512 9
しょう油、食用アミノ酸
（小売）

○ 粉しょう油、固形しょう油 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991512 9
しょう油，食用アミノ酸
（小売）

○ 粉しょう油，固形しょう油 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991515 9 ソース類（小売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース、トマトケチャップ、

マヨネーズ、トマトソース、ドレッシング
Ｉ

卸売業、小売
業

589 58991515 9 ソース類（小売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース，トマトケチャップ，

マヨネーズ，トマトソース，ドレッシング
Ｉ

卸売業，小売
業

589

58991518 9 食酢（小売） ○ 米酢、米黒酢、大麦黒酢、果実酢 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991518 9 食酢（小売） ○ 米酢，米黒酢，大麦黒酢，果実酢 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991521 9 香辛料（小売）
○ カレー粉、からし粉、こしょう粉、わさび粉、七味

とうがらし、にんにく粉、にっけい粉
Ｉ

卸売業、小売
業

589 58991521 9 香辛料（小売）
○ カレー粉，からし粉，こしょう粉，わさび粉，七味

とうがらし，にんにく粉，にっけい粉
Ｉ

卸売業，小売
業

589

58991524 9
みりん（本直しを含む）
（小売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991524 9
みりん（本直しを含む）
（小売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58991599 9
その他の調味料（小
売）

○ カレールウ、シチュールウ、固形カレー、酒か
す、精製はちみつ、スープ類、だしの素、エキス、タ
レ、みりん風調味料、ぽん酢、三杯酢、めんつゆ、も
ろみ

Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991599 9
その他の調味料（小
売）

○ カレールウ，シチュールウ，固形カレー，酒か
す，精製はちみつ，スープ類，だしの素，エキス，タ
レ，みりん風調味料，ぽん酢，三杯酢，めんつゆ，も
ろみ

Ｉ
卸売業，小売
業

589

9
自動車用動力源（ガソ
リン、軽油、LPGを除
く）（小売）

Ｉ
卸売業、小売
業

【P】
EV及びFCVの今後の進展が見込ま

れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

9
電気自動車向け電気
（小売）

充電スポットで給電されるもの。 Ｉ
卸売業、小売
業

605

【P】
EV及びFCVの今後の進展が見込ま

れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

9
燃料電池自動車向け
水素（小売）

水素ステーションで供給されるもの。 Ｉ
卸売業、小売
業

605

【P】
EV及びFCVの今後の進展が見込ま

れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

60510300 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60510300 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60510303 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60510303 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60510600 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60510600 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60510603 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60510603 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500300 9 重油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60500300 9 重油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60500303 9 重油（小売） ○ Ａ重油、Ｂ重油、Ｃ重油 Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500303 9 重油（小売） ○ Ａ重油，Ｂ重油，Ｃ重油 Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500600 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60500600 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60500603 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500603 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500900 9
液化石油ガス（LPG）
（小売）

Ｉ
卸売業、小売
業

60500900 9
液化石油ガス（LPG）
（小売）

Ｉ
卸売業，小売
業

60500903 9 プロパンガス（小売）
プロパンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）であ

り、業務用及び家庭用の熱源として利用されるもの。
ガスボンベが事業者により配送される。

Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500903 9 プロパンガス（小売）
プロパンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）であ

り，業務用及び家庭用の熱源として利用されるもの。
ガスボンベが事業者により配送される。

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500906 9
自動車用LPガス（オー

トガス）（小売）

ブタンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）で，自
動車（LPG車）の燃料として用いられるもの。LPガスス

タンドにおいて供給される。
Ｉ

卸売業，小売
業

605 60500906 9
自動車用LPガス（オー
トガス）（小売）

ブタンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）で，自
動車（LPG車）の燃料として用いられるもの。LPガスス
タンドにおいて供給される。

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500909 9
 カートリッジ式ガスボ
ンベ（小売）

液化石油ガス（ＬＰＧ）を充てんした燃料容器（ボン
ベ）であり、ボンベを取り付けられる構造の専用こん
ろで利用されるもの

Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500909 9
 カートリッジ式ガスボ
ンベ（小売）

液化石油ガス（ＬＰＧ）を充てんした燃料容器（ボン
ベ）であり，ボンベを取り付けられる構造の専用こん
ろで利用されるもの

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60520300 9 非石油系燃料（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60520300 9
その他の非石油系燃
料（小売）

Ｉ
卸売業，小売
業

60520303 9 非石油系燃料（小売） ○ 石炭、練炭、まき、木炭、豆炭 Ｉ
卸売業、小売
業

605

項目名の「その他の非石油系燃料
（小売）」はそもそも非石油系の生産
物分類が他に設定されていないため
「その他」は不要。

60520303 9
その他の非石油系燃
料（小売）

○ 石炭，練炭，まき，木炭，豆炭 Ｉ
卸売業，小売
業

605
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